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1.　建設キャリアアップシステム
の目的

建設キャリアアップシステム（以下，「CCUS」
という）は，一人一人の建設技能者の技能と経験
を業界横断的に蓄積し，適切な能力評価と処遇改
善，現場管理の効率化に結びつけていくため，行
政，建設業関係団体等が一体となって「業界共通
の制度インフラ」として作り上げたシステムであ
り，平成 31 年 4 月より運用を開始しました（図
－ 1）。

昨年 10 月末現在で技能者登録数 396,946 人，
事業者登録数 74,675 社と少しずつ普及が進んで
いるものの，目標としている「全技能者約 330 万
人」到達まで着実に進めていく必要があります。

そもそも CCUS 導入の経緯ですが，周知のと
おり，建設業では他産業に比べても高齢化が進展
し，令和元年平均で 60 歳以上の建設技能者が約
85 万人，実に全体の 26% を占めている状況にあ
り，これまで現場を支えてきた熟練建設技能者が
この数年間で大量に退職することとなります（図
－ 2）。

建設技能者をはじめとする担い手の確保・育成

建設キャリアアップシステムの
普及・活用に向けて
〜官民施策パッケージの推進〜
国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課

図－ 1　建設キャリアアップシステムの構築
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に今から最優先で取り組まなければ，社会経済の
活動基盤の整備という社会的使命や，「地域の守
り手」としての役割を十分に果たせなくなるので
はないかと懸念されています。

国土交通省では，将来にわたって建設業の担い
手の確保・育成を図るため，公共工事設計労務単
価の 8 年間連続の引き上げや，企業・労働者双方

の社会保険加入の徹底と未加入者排除を図ってき
ました。結果として，この間の堅調な建設投資の
推移とも相まって，建設業の賃金は他産業を上回
るペースで上昇しており，また，近年では全体的
な若年人口の減少にもかかわらず，建設業の若年
入職者数は増加し，若年者の占める割合もわずか
ですが上昇しているところです（図－ 3）。

（万人）

図－ 2　年齢階層別の建設技能者数

建設業男性生産労働者

建設業男性全労働者

製造業男性生産労働者

製造業男性全労働者

全産業男性労働者

図－ 3　建設業男性全労働者等の年間賃金総支給額の推移
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CCUS は，こうした担い手の確保・育成の取組
をさらに加速させるものであり，技術と経験を積
んだ技能者が正しく評価され，若者の働き続ける
モチベーションを高め，その結果，定着率の改善
を通じた担い手の確保を図ること等を目的とする
ものです。

2.　能力評価，レベル判定の運用開始

このシステムの大きな特徴は，これまで把握が
難しかった技能者個人の経験や技能を把握した上
で，それを正しく客観的に評価することで，経
験，技能に応じた処遇の改善を図ることです（図
－ 4）。

このため，昨年度，登録基幹技能者制度を有す
る 35 職種の能力評価実施団体（50 団体）におい
て能力評価基準が策定されるとともに，「建設技
能者能力評価制度推進協議会」が設置されました。

本協議会のもと，昨年 4 月より「レベル判定シ
ステム」の運用が始まり，35 職種において
CCUS に登録されている技能者一人一人の技能・

経験に応じて，レベル 1 から順にホワイト，ブル
ー，シルバー，ゴールドという 4 段階のカード交
付が始まっています。

3.　今後の施策展開：官民施策パッケージ

CCUS を「業界共通の制度インフラ」として育
て，定着させるため，国土交通省においては，国
土交通大臣指示を受け，建設業関係団体と連携し
て，令和 2 年 3 月 23 日に「建設キャリアアップ
システム普及・活用に向けた官民施策パッケージ」
をとりまとめました（図－ 5）。

官民施策パッケージでは，令和 5 年度からの
「あらゆる工事での建設キャリアアップシステム
完全実施」に向けた道筋として，
①　建退共（建設業退職金共済）の CCUS 活用

へ完全移行
②　現場入場する作業員の社会保険加入確認の

CCUS 活用原則化
③　国直轄での義務化モデル工事等，公共工事等

での活用

図－ 4　建設技能者の能力評価制度（概要）
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④　建設技能者の能力レベルに応じた賃金支払い
の実現のため，レベルごとの賃金目安の設定等
や専門工事企業の施工能力等の見える化の推進

⑤　CCUS のさらなる利便性向上とこれによる生
産性向上の促進

などを盛り込んだ内容を公表しています（図－
6）。

同パッケージに基づき，令和 2 年度においては，
・国直轄での義務化モデル工事や推奨モデル工事

を各地方整備局で実施

図－ 5　建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージ

図－ 6　「あらゆる工事での CCUS完全実施」に向けた道筋
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・昨年 12 月に CCUS を活用した建退共の電子的
な積み立ての試行を予定し，令和 3 年度には建
退共について CCUS 活用の本格実施

・CCUS を活用した社会保険加入確認について，
昨年 10 月にガイドラインを発出し原則化

・建設技能者のレベルに応じた賃金支払いの実現
に向けた仕組みの検討

・市町村を含む地方公共団体発注工事の CCUS
活用の働きかけを強化

するなど，着実に同パッケージに基づく取組を進
めているところです。

加えて，さらなる普及促進に向けて官民施策パ
ッケージの取組を深化させるよう，昨年 11 月 30
日に国土交通大臣から，
・業界との調整の上，令和 3 年度は，国直轄等で

CCUS 活用工事の対象拡大
・公共事業労務費調査において，CCUS 登録者の

賃金実態の調査・分析
を行うよう，具体的な指示があったところです

（図－ 7）。

4.　料金等の改定概要

CCUS がスタートして，おおむね 1 年半が経過
した令和 2 年 9 月 8 日の運営協議会総会におい
て，大幅な赤字となっていた運営収支を改善し，
運営を安定化させるため，登録費用等の料金改定
を行うことを決定しました。

運営収支については，①採算リスクを織り込ま
ずに料金を低廉に設定する一方，審査・登録費用
が想定を大幅に超過した結果，加入者が増えれば
増えるほど赤字が増加するという料金設定となっ
ていること，②初期開発投資額が過少であり，要
件定義漏れ等に伴う追加開発を余儀なくされたこ
と等により，当初想定していなかった大幅な赤字
が発生し，このままでは CCUS の運営持続がで
きないという状況でした。

こうした状況を踏まえて，令和 2 年 10 月より
始まった新料金（図－ 8，9）ですが，改定後にお
いても CCUS の普及を進める観点から，今般の
料金改定の趣旨を踏まえた利用促進に関する申し

図－ 7　「CCUS官民施策パッケージ」（R2.3.23）の進捗状況（～ R2.11）
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合わせを運営協議会総会において決定しています。
申し合わせにおいては，

・国・CCUS 運営主体・各団体が，技能者・事業
者登録と現場でのカードタッチ等を増加させる
とともに，登録事業者がカードリーダー設置等
就業履歴蓄積のための必要な取組を確実に実施
し，各主体がこれを徹底すること

・運営協議会として数値目標を設定することや，

各団体として目標設定・利用促進の取組の明示
を行い，これを四半期ごとにフォローアップし
ていくこと

等を記載しています（図－ 10）。

図－ 8　建設キャリアアップシステムの料金改定の概要

図－ 9　登録料・利用料金（2020年 10月制度改定後の料金，料金は全て税込）
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5.　おわりに

はじめにご紹介したとおり，CCUS は担い手の
確保・育成という大きな目的のために，行政，建
設業関係団体等が一体となって作り上げたシステ
ムです。システムそのものの手続きの煩雑さや，
システム利用によるメリットの顕在化・具体化な

ど，取り組むべき課題もたくさんありますが，そ
うした課題を解消しながらこのシステムをよりよ
く育てていくためには，行政，建設業関係団体，
そして一人一人の技能者，一つ一つの事業者が一
体となって取り組んでいく必要があります。

国土交通省として，官民施策パッケージの着実
な推進をはじめ，このシステムを使っていてよか
ったと技能者，事業者が感じられるよう，最大限
取り組んでいきます。

図－ 10　料金改定後の利用促進に関する申合せ（R2.9.8CCUS運営協議会総会）

14 建設マネジメント技術　　2021 年 1 月号

建マネ2101_05_特集_1_三_cc17.indd   14 2020/12/25   15:12


